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[1] 化学物質関係事故、事件関係 

◇その他の事故、事件 

・一橋大の留学生向け試験で不正か 中国人の容疑者逮捕 警視庁 

＜NHK 2022年 6月 8日＞ https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20220608/1000080743.html 

ことし１月に行われた東京の一橋大学の外国人留学生向けの入学試験で、試験中に撮影されたとみられる問題が、

外部に送られていたことが分かりました。 

警視庁は、入試で不正が行われた可能性があるとして、中国人の容疑者を偽計業務妨害の疑いで逮捕して詳しい

いきさつを調べています。 

ことし１月、東京・国立市にある一橋大学で外国人留学生を対象にした入学試験が行われた際、試験開始前に中

国の宿題代行業者とみられる人物に「問題を解いてほしい」という依頼があり、さらに試験が始まったあと数学

の問題がインターネットを通じて送られていたことが関係者への取材で分かりました。 

問題用紙が、試験中に何らかの方法で撮影されたとみられ、依頼を受けた人物は不審に思って解答せず大学側に

通報したということです。 

捜査関係者によりますと届け出を受けた警視庁が問題を外部に送った人物などの特定を進め、８日中国人の容疑

者を偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。 

警視庁は入試で不正が行われた可能性があるとして、詳しいいきさつを調べています。 

この試験は一橋大学に留学を希望する外国人向けの試験で、数十人が受験したということで大学は「捜査に全面

的に協力してまいります」などとコメントしています。 

大学の入学試験をめぐっては今年１月に行われた大学入学共通テストで試験中に世界史の問題が外部に流出し、

警視庁は関わった受験生など２人を書類送検しています。 

一橋大学に通う中国からの女子留学生は、「もし不正な行為によって点数を得られていたら、それによってほかの

受験生が不合格になったかもしれないので、非常に無責任だし、失礼な行為だと感じます。不正をするのではな

く、自分の実力で受験しなければ試験を行う意味がなく、私も中国からの留学生だが後輩にはこのような不公平

なことはしてほしくありません」と話していました。 

今回の問題について、中国の教育や試験の事情に詳しい経済ジャーナリストで法政大学講師の浦上早苗さんは「中

国では日本と比べて小学校から宿題の量が非常に多く、こうした課題を代行する業者は多い。ただ、個別の試験

問題を解くのではなく小中学校の作文や大学の論文を本人の代わりに執筆する業者がほとんどだ」と話していま

す。 

そして、「中国では競争が非常に激しく、国内の大学に入ることが難しい学生が、日本など海外の大学を目指すケ

ースは増えていて、こうした学生の受験を支援する業者や、情報を共有をするための中国人のコミュニティーも

急速に増加している。今回、入試問題が日本語であったことも考えると日本の入試に精通した業者に依頼したか

中国人どうしのコミュニティーを利用しようとした可能性がある」としています。 
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そのうえで、「中国では情報機器を使ったカンニング対策のためにスマートフォンの持ち込みを禁止したり、電波

を遮断する対策を実施したりしている。日本ではこれまでも入試で不正が相次いでおり、根本的な対策を検討す

るべきだ」と指摘しています。 

入試における不正行為をめぐっては、ことし１月、大学入学共通テストの試験中に世界史の問題用紙が撮影され

て外部に送られ、事情を知らない大学生が解答して不正が行われました。 

受験した女子大学生と手助けをした２０代の男性会社員が、警察に偽計業務妨害の疑いで書類送検されています。 

こうした事件を受けて文部科学省は、今月公表した、今年度行われる大学入試の実施要項で不正の防止対策を強

化しました。 

このなかでは試験中の見回りでは手の位置や受験生の目線などを特に注意するよう試験監督に周知することや、

カンニングなどの不正を行えば「警察に被害届を提出する場合がある」とあらかじめ受験生に知らせることなど

を挙げ、入試の公平性や公正性を確保するよう求めています。 

---------- 

・九大院、免除申請者に警告 入学辞退で「不名誉履歴」 

＜共同通信 2022年 6月 7日＞ https://nordot.app/906794735870853120?c=39546741839462401 

 九州大法科大学院が、今年 4月の入学予定者のうち入学料免除申請者に対し、入学を辞退した場合は除籍とな

り得るとした上で「法曹として高い倫理観を求められる職業人となることを志しておられる皆様にとって、最初

から不名誉な履歴が残る」との表現を用いて警告する文書を送付していたことが 7日分かった。 

 「脅し」とも取れる文言に、インターネット上では「品性の欠落した文章」などと批判する声が上がった。九

州大は共同通信の取材に、辞退する場合は入学料納付など適切な手続きを踏むよう求める趣旨で、脅しの意図は

ないと釈明。表現の見直しを検討する考えを表明した。文部科学省は「学生に誤解を招かないよう適切に対応し

てほしい」と求めている。 

 九州大によると、入学料免除は経済的事情を抱える学生らが対象。入学手続き時に免除申請をすると支払いが

当面猶予され、入学後に可否が決まる。免除申請後に入学を辞退すると入学料を納付する必要がある。支払わず、

大学からの請求にも応じなければ、辞退手続きが完了せず 4月から入学したことになる。この場合、最終的に除

籍処分になる可能性がある。 

---------- 

・SNSトラブル、5万件超 過去最多、20代が 2割 

＜共同通信 2022年 6月 7日＞ https://nordot.app/906769823129632768?c=39546741839462401 

 交流サイト（SNS）をきっかけとした相談が 2021年、全国の消費生活センターに 5万 406件寄せられたことが

7日、政府が閣議決定した 22年版の消費者白書で分かった。13年の約 5千件から年々増え続け、過去最多。幅広

い年齢層でトラブルが発生しているものの、20代が最も多く 20％を超えた。 

 今年 4月、民法における成人年齢が 18歳に引き下げられた。白書では、増加が懸念される若者の消費者トラブ

ルの背景や特徴を分析した。 

-------------------- 

◇事故・事件対策、措置、訴訟等 

・輸血用の血液が足りない 宮崎、鹿児島で異例の事態 

＜毎日新聞 2022年 6月 8日＞ https://mainichi.jp/articles/20220608/k00/00m/040/016000c 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、九州を中心に輸血用の血液が確保できない異例の事態となっている。

特に深刻な宮崎、鹿児島両県の赤十字血液センターは 11～17日、全血献血（400ミリリットル）の受付時間を急

きょ 30分延長し、積極的な協力を呼び掛けている。 

 日本赤十字社九州ブロック血液センターなどによると、5月の献血者数は宮崎で計画より約6％、鹿児島で約1％

減少。一方、手術などで使う輸血用血液の使用量は宮崎で計画より約 8％、鹿児島で約 6％増え、需要に供給が追

いつかない状態になっている。 

 なぜ、こうした事態になったのか。宮崎県赤十字血液センターによると、今季は 3年ぶりに全国どこにもコロ

ナ対策の行動制限のない大型連休となり、「人の移動が活発になり、大量出血を伴う事故などが相次いだのでは」

とみる。そこに感染拡大に伴う献血者数の目減りが追い打ちを掛けた形だ。 
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 今後、本格的な梅雨や台風の時期に入り、自然災害があれば献血者のさらなる減少は避けられず、必要な血液

を医療機関に届けられなくなる恐れも出てくる。宮崎県赤十字血液センターの担当者は「血液の確保は待ったな

しの状態。今まで献血をしたことがない人も含めて協力をお願いしたい」と話している。 

 11～17日は、献血ルーム「カリーノ」（宮崎市橘通東）は午後 5時 50分、「献血プラザかもいけクロス」（鹿

児島市鴨池新町）と献血ルーム「天文館」（鹿児島市東千石町）は午後 5時半まで。事前予約もできる。詳細は

以下の日本赤十字社のホームページ（https://www.jrc.or.jp/donation/)で。 

---------- 

・来年からの共通テスト、スマホは一斉オフ・イヤホン使用禁止…流出の女子学生が使用 

＜読売新聞 2022年 6月 8日＞ https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20220608-OYT1T50002/ 

 今年１月の大学入学共通テストでの問題流出事件を受け、大学入試センターは来年の共通テストで不正防止策

を大幅に見直し、スマートフォン使用禁止の厳格化や監督態勢の強化を図る。問題を流出させた女子受験生（１

９）が、スマホにイヤホンをつなげ、外部協力者から解答を聞き取っていたことから、受験案内にイヤホンの使

用禁止も新たに明記する。 

 女子受験生は共通テスト初日の１月１５日、大阪府内の試験会場で、問題をスマホで動画撮影し、ウェブ会議

システムで外部にいた会社員の男と共有。男は問題を大学生らに通話アプリ「スカイプ」で送り、解答を返信さ

せたとされる。警視庁や入試センターの調べによると、女子受験生は試験中、スマホに有線でつないだイヤホン

で解答を聞き取っていたという。 

 情報通信技術は近年、飛躍的に進歩し、スマホで高画質の画像や動画を簡単に送れ、不正行為の発見は困難に

なっている。事情を知らずに問題を解いた大学生が入試センターに通報しなければ不正が発覚しなかったことか

ら、対策強化に踏み切った。 

 スマホへの対応では、試験開始前に、監督者の指示でスマホなどの電子機器を一斉に机に出させ、電源を切っ

てからかばんにしまわせる。共通テストでスマホなど電子機器類の使用は禁止されているが、電源を切るタイミ

ングなどは各受験生に任せていた。イヤホンは受験生向けの受験案内で使用禁止を新たに明記する。 

-------------------- 

□大災害、原発事故対策 

[大震災対策] 

・６月 15日に緊急地震速報の訓練を実施します 

＜総務省消防庁 2022年 6月 8日＞ 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/220531_bousai_1.pdf 

緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまでの時間はごくわずかであり、その短い間に、慌てずに身を守

るなど適切な行動をとるためには日頃からの訓練が重要です。 

６月15日に、国の機関、都道府県、市区町村が連携し、下記のとおり全国的な緊急地震速報の訓練を実施します。 

記 

１．実施日時 

 令和４年６月15日(水)10時00分頃（気象庁から訓練用の緊急地震速報を配信する時刻） 

※ 気象・地震活動の状況等によっては、訓練用の緊急地震速報の配信を急遽中止する場合がありますので、御了

承ください。中止を決定した場合には、速やかに気象庁ホームページ等でお知らせします。 

２．参加機関 

（１）地方公共団体 

 全都道府県（47団体）及び全市区町村（1,741団体） 

① 気象庁の訓練用緊急地震速報が、消防庁が所管する全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を通じて各都道府県・

市区町村に配信され、全地方公共団体が受信確認を実施 

② 725団体がJアラートによる情報伝達手段（防災行政無線等）の自動起動等により、住民に緊急地震速報を伝達、

配信 

③ 86団体が緊急地震速報対応訓練、11団体が避難訓練を住民参加により実施 等（詳細は別紙１参照） 

（２）国の機関（21府省庁） 
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内閣官房、内閣法制局、内閣府、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、消防庁、外務省、財務省、文部

科学省、文化庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、特許庁、国土交通省、観光庁、気象庁、国土地理院 

（３）その他訓練実施を計画している企業等 

３．訓練に参加される皆様へのお知らせ 

 本訓練で用いる訓練用の緊急地震速報は、テレビやラジオ等の放送波、携帯電話（スマートフォンを含む）によ

る一斉同報機能（緊急速報メール／エリアメール）では報知されませんが、住民参加型訓練を実施する市区町村

においては、防災行政無線やＣＡＴＶ、コミュニティＦＭ放送による訓練用の緊急地震速報の配信や、緊急速報

メールによる訓練用の避難指示等を配信します。具体的な訓練の内容は、各市区町村によって異なりますので、

御確認のうえ、現下の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、可能な範囲で御参加ください。 

なお、訓練の際には、適切な行動をとることができたか確認するため気象庁が作成したチェックシート（別紙２）

を御活用ください。チェックシートは、以下からダウンロードし御利用いただけます。 

https://www.data.jma.go.jp/eew/data/nc/kunren/checksheet.pdf 

（１）配信される緊急地震速報(訓練報)を活用した訓練 

緊急地震速報の放送・報知(※)にあわせて、身の安全を守るため安全な場所に移動するなどの行動訓練を行って

ください。 

(※)例 市区町村が実施する防災行政無線の放送、行政機関の建物等における館内放送｢Ｊアラートの自動起動装

置を使用して防災行政無線で放送する場合の標準メッセージ｣ 

（上り４音チャイム）＋（こちらは、○○です。）＋（只今から訓練放送を行います。）＋（緊急地震速報チャイ

ム音＋緊急地震速報。大地震（おおじしん）です。大地震です。＋これは訓練放送です。）×３回＋（こちらは、

○○です。）＋（これで訓練放送を終わります。）＋（下り４音チャイム） 

（２）関連機器の報知機能等を活用した訓練 

自ら①から③までの関連機器の報知機能等を活用し、行動訓練を行うことができます。 

 ① 緊急地震速報受信端末の訓練用の報知機能 

※ 緊急地震速報の受信端末での訓練用の報知機能を使った訓練方法については、各端末メーカー等にお問合せく

ださい。 

 ② スマートフォンの訓練用アプリを用いた緊急地震速報（緊急速報メール／エリアメール）専用ブザー音 

 ※ スマートフォンの「地震防災訓練アプリ」の入手及び御利用については、以下のサイトを御参照ください。 

https://www.data.jma.go.jp/eew/data/nc/kunren/kunren-app.html 

③ 気象庁ホームページにある訓練用動画 

 ※ 訓練用動画については、以下のサイトを御参照ください。 

 https://www.data.jma.go.jp/eew/data/nc/kunren/kit.html 

【緊急地震速報訓練について】 

 平成20年度より年２回、緊急地震速報の全国的な訓練を行っています。１回目の訓練は、主に国の機関や地方公

共団体を対象に実施し、２回目の訓練は、国の機関や地方公共団体のほか、民間企業等も幅広く対象に実施して

います。11月２日に実施する２回目の訓練では、「効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議」と連携し、全国的なシ

ェイクアウト訓練※を実施することを広く呼びかける予定です。 

※指定された日時に、地震から身を守るための３つの安全確保行動（①まず低く、②頭を守り、③動かない）を

各人がいる場所（職場、学校、外出先等）で約１分間行うというものです。 

-------------------- 

[原子力施設全般] 

・「10万年の安全確保」 規制委、核のごみ処分場の考慮事項まとめる 

＜朝日新聞 2022年 6月 8日＞ https://www.asahi.com/articles/ASQ686560Q67ULBH004.html 

 原発の使用済み核燃料から出る高レベル放射性廃棄物を地下深くに隔離する地層処分について、原子力規制委

員会は 8日、最終処分場の設置に向けて 10万年にわたる安全を確保するために考慮すべきこと（考慮事項）をま

とめた。断層、火山、侵食、鉱物資源の 4項目で、外部の専門家にも意見を聞いた。30日間の意見募集（パブリ

ックコメント）の後、正式決定する。 
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 最終処分場選定では、2020年 11月から北海道の 2町村で最初の段階の文献調査が進み、今秋にも終わる見通

し。政府の方針で、次の段階の概要調査の前に規制委が考慮事項を示すことになっていた。 

 考慮事項では、火山について、マグマで埋設地が壊れる可能性を低くするため、第四紀（現在から約 258万年

前まで）に活動した火山からおおむね 15キロ以内を避ける。新たな火山ができる可能性がある場所も避ける。た

だ、どこで新たな火山が発生するかを評価する方法は現時点で確立されていない。 

 また、土地の隆起や侵食があ… 

---------- 

・骨太方針、原子力は「最大限活用」／表現踏み込む 

＜電気新聞 2022年 6月 8日＞ https://www.denkishimbun.com/archives/209136 

********************************************************************************************* 

[2] [特集] 新型コロナウイルス感染症 

[状況] 

◇省庁発表 

・新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について（検疫）  

＜厚生労働省 2022年 6月 8日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=p11EQMm1xhYbTKI1Y 

・新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について（令和４年６月８日版）  

＜厚生労働省 2022年 6月 8日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=s0lQVN2h0gIPWLchY 

・新型コロナウイルス ゲノムサーベイランスによる系統別検出状況を掲載しました  

＜厚生労働省 2022年 6月 8日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=YZuChg9zANDdil3zY 

・「都道府県別の懸念される変異株の国内事例数(ゲノム解析)」を掲載しました  

＜厚生労働省 2022年 6月 8日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=d42UkBllFsbLnEjlY 

-------------------- 

[対策・予防] 

◇省庁発表 

・自費検査を提供する検査機関一覧を更新しました。  

＜厚生労働省 2022年 6月 8日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Y5mAhA1xAtLfiFrxY 

・Inspection Certificate  

＜厚生労働省 2022年 6月 8日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=0SsyNr_DsGBtOttDY 

---------- 

◇ワクチン、検査薬、治療薬等 

・コロナ集計変更、問題ない ワクチン効果過大？指摘も 

＜共同通信 2022年 6月 7日＞ https://nordot.app/906761013578874880?c=39546741839462401 

 厚生労働省が新型コロナウイルスワクチン接種回数別の新規感染者数の集計方法を変更したのに伴い、変更前

はワクチン効果が過大に見えていたのではないかと指摘される問題があり、後藤茂之厚労相は 7日の記者会見で

「データの取り扱いに問題があったとは考えていない」と述べた。 

 厚労省は、感染者情報を入力する情報共有システムで、接種歴がシステムに未入力の場合は未接種者と計上し

ていたが、5月以降の公表分から接種歴不明者に数えるように変更した。 

 その結果、未接種者の新規感染者数が大幅に減少。変更後は一部の年代では 2回接種済みの人の方が感染者数

が多くなる「逆転」も生じた。 

 

・ワクチン接種副反応 ５歳から１１歳は上の世代より軽い傾向 

＜NHK 2022年 6月 8日＞ https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20220608/1000080727.html 

５歳から１１歳の子どもを対象にした新型コロナのワクチン接種の副反応について東京・港区が調査した結果、

１２歳から１５歳までと比べて軽い傾向となっていることが分かり、区は副反応に不安がある保護者に接種の判

断材料にしてほしいとしています。 

東京・港区は、５歳から１１歳までの子どもに接種を受けさせるかどうか迷っている保護者が多いとして、こと
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し３月から先月にかけて接種を受けた子どもを対象に副反応についての区独自の調査を行いました。 

調査では接種後に発熱や腕の痛みが出たかを聞き、去年接種を受けた１２歳から１５歳を対象にした調査と比較

する形で集計しました。 

その結果、２回目の接種後に発熱症状がなかったり軽かったりした人の割合は１２歳から１５歳までが５４.６％

だったのに対し５歳から１１歳までは９１.４％と、３７ポイントほど高くなりました。 

また２回目の接種後に腕の痛みがなかったり軽かったりした人の割合は１２歳から１５歳までが６４.５％だっ

たのに対し５歳から１１歳までは８５.４％と、２１ポイントほど高くなりました。 

区では５歳から１１歳の子どもではほとんどの子どもが副反応がなかったり軽かったりしたことから、調査結果

を区民に伝え、副反応に不安がある保護者に接種の判断材料にしてほしいとしています。 

********************************************************************************************* 

[3] 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について（令和４年５月 31日基発 0531第 9号）  

＜厚生労働省 2022年 6月 2日＞ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220602K0050.pdf 

基発 0531第９号 

令和４年５月 31日 

都道府県労働局長 殿 

厚生労働省労働基準局長 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第 91号。以下「改正省令」という。）及び

化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する件（令和４年厚生労 

働省告示第 190号。以下「改正告示」という。）については、令和４年５月 31日に公布され、公布日から施行（一

部については、令和５年４月１日又は令和６年４月１日から施行）することとされたところである。その改正の

趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なき

を期されたい。                            ----＞ 末尾 [付録]  

 

◇労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（厚生労働省令第91号）<官報>  → ACSES-NL_2325_20220601 

********************************************************************************************* 

[4] 香りへの配慮に関する啓発ポスターについて（周知依頼）（令和４年６月１日薬生薬審発 0601第１号）  

＜厚生労働省 2022年 6月 2日＞ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220602I0080.pdf 

薬生薬審発 0601第１号 

令和４年６月１日 

一般社団法人 日本チェーンドラッグストア協会会長 殿 

厚生労働省医薬・生活衛生局  

医薬品審査管理課 長 

香りへの配慮に関する啓発ポスターについて（周知依頼） 

平素より、厚生労働行政の推進にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

標記の件につきましては、柔軟剤などの香りで頭痛や吐き気がするという相談が消費生活センター等に寄せら

れていることを踏まえ、厚生労働省を含む関係各省の連名で、別添の啓発ポスター（「その香り 困っている人が

いるかも？」）を作成し、「香りへの配慮に関する啓発ポスターについて（周知依頼）」（令和３年９月１日付け薬

生薬審発 0901 第１号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知）により、香りへの配慮に係る周知

について協力を依頼したところです。 

今般、柔軟剤などを使用する消費者への香りへの配慮の啓発をさらに推進するため、貴会会員に対し、下記の

事項について周知いただきますようお願いします。 

記 

１．啓発ポスターの印刷物について 

別添の啓発ポスターの電子媒体については、以下のリンク先にて掲載しておりますが、印刷物が必要な場合は

送付いたしますので、必要部数とともに送付先を併せて、各社ごとに本通知の問い合わせ先のメールアドレスま
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で、ご連絡ください。 

なお、印刷物については、Ａ５サイズを用意しております。数に限りがありますので、応募多数の場合は発送

数を調整させて頂く場合があります。あらかじめご了承ください。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/assets/consumer_safety_cms205_210804_0

1.pdf 

２．啓発ポスターの掲示のご協力について 

消費生活センター等には、近隣住人がベランダ等に干した洗濯物からの柔軟剤などの香りに関する相談が寄せ

られています。一年のうちでも特に窓を開ける機会が多い夏季期間中に啓発を行うことは効果的と考えられ、こ

の点も踏まえ、店内に啓発ポスターを掲示するなど消費者に対する情報提供への速やかなご協力をお願いします。 

お問合せ先：厚生労働省 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 化学物質安全対策室 

電話：03-5253-1111（代表） E-mail: chem-katei@mhlw.go.jp 

********************************************************************************************* 

[5] 健康安全 

◇厚生年金の適用拡大を検討 企業規模要件を撤廃、飲食や理美容にも 

＜朝日新聞 2022年 6月 8日＞ 

https://www.asahi.com/articles/ASQ677S6KQ67UTFL022.html?iref=comtop_Topnews2_03 

 パートら短時間労働者の厚生年金の加入要件となっている企業規模について、厚生労働省が撤廃する検討に入

った。現在は 501人以上とする要件をなくし、適用対象を拡大する。個人事業所についても、対象業種の制限を

なくし、飲食や理美容といった業種にも加入を義務づける。2025年の関連法改正を目指す。 

 非正規雇用者らの低年金問題に対応するため、手厚い厚生年金（加入者約 4500万人）への加入を広げ、老後の

困窮を防ぐ狙いがある。 

 厚生年金や健康保険に入るには、「週 20時間以上の労働」や「月収 8万 8千円以上」といった要件に加え、企

業規模の要件がある。現在は従業員 501人以上だが、今年 10月から 101人に、24年 10月から 51人へ引き下げ

る。25年の法改正で規模の要件をなくすことを目指す。計約 125万人が新たに加入する見込みだ。 

 一方、個人事業所では従業員… 

---------- 

◇週末の夜更かし、何時間まで大丈夫？ 社会的時差ぼけに着目して解析 

＜朝日新聞 2022年 6月 8日＞ https://www.asahi.com/articles/ASQ676KKPQ67PLBJ003.html 

 週末は遅くまで起きていて、昼まで寝てしまう。平日との差が大きくなれば健康に悪そうだ。では、夜更かし

がどのくらいになると危ないのか。そんな疑問に答える研究結果を、京都府立医科大学の八木田和弘教授と笹脇

ゆふ助教（ともに環境生理学）らのグループが 8日、発表した。 

 グループは、京都府北部から南部にかけての高校 13校にアンケートを配り、生徒 756人の回答を解析。聞いた

のは、就寝時刻や睡眠時間、食事のタイミングや日中の眠気などで、週末をまたぐよう 8日間の記録をつけても

らった。 

 結果を国際的な基準に照らし合わせると、睡眠の質が「不良」となる生徒は半数を超えた。3分の 1以上は、

授業中に寝てしまうなど、日中に過度の眠気を感じていることもわかった。 

 さらにグループは「ソーシャル・ジェットラグ」に着目。これは、眠りに入った時刻と起きた時刻の中央にあ

たる時刻が、平日と休日でどれだけずれているかを示すもので、社会的時差ぼけとも呼ばれる。 

 今回の研究では、ソーシャル・ジェットラグが 2時間以上の生徒で、顕著な睡眠の質の低下や日中の強い眠気

と関連することが統計的に明らかだった。これまで、睡眠の質に影響することなどはわかっていたが、目安とな

る長さは研究されていなかったという。 

 八木田教授は「平日の睡眠不… 

********************************************************************************************* 

[6] 農薬 

◇農薬「イソピラザム」に係る食品健康影響評価を公表しました  

＜内閣府食品安全委員会 2022年 5月 31日＞ 



ACSES ニュースレター_２３２９_20220609 

 9 

http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20220323037  

---------- 

◇農薬及び添加物「フルジオキソニル」に係る食品健康影響評価を公表しました  

＜内閣府食品安全委員会 2022年 5月 31日＞ 

http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20220323040 

---------- 

◇登録・失効農薬情報を更新しました。  

＜農林水産消費安全技術センター(FAMIC) 2022年 6月 1日＞ http://www.acis.famic.go.jp/toroku/ 

---------- 

◇農薬登録情報ダウンロードを更新しました。  

＜農林水産消費安全技術センター(FAMIC) 2022年 6月 2日＞ http://www.acis.famic.go.jp/ddownload/ 

********************************************************************************************* 

[7] 肥料 

◇肥料を登録した件（農林水産省告示第 958号） 

   [官報] 令和 4年 6月 8日 本紙 第 750号 2頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20220608/20220608h00750/20220608h007500002f.html 

肥料の新規登録 19件が公示された。 

********************************************************************************************* 

[8] 食品安全衛生関係 

◇特定保健用食品の表示許可について 

＜消費者庁 2022年 6月 8日＞ https://www.caa.go.jp/notice/entry/028999/ 

   https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms206_220608_03.pdf 

特定保健用食品の表示許可食品： 

ＣＯ・ＯＰこめ油プラス  日清オイリオグループ 株式会社  食用調理油 植物ステロール 

---------- 

◇食品安全関係情報を更新しました  

（最新 2週間（令和 4年 5月 7日〜令和 4年 5月 20日）の海外情報はこちらから）  

＜内閣府食品安全委員会 2022年 6月 3日＞

http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/search?year=&from=struct&from_year=2022&from_month=5&

from_day=7&to=struct&to_year=2022&to_month=5&to_day=20&max=100  

********************************************************************************************* 

[9] 廃棄物関係 

◇深海から新型プラ引き揚げ 海中で水とＣＯ２に自然分解 

＜産経ニュース 2022年 6月 7日＞ 

https://www.sankei.com/article/20220607-CLWY2RVHBVPZXPBRU7NUL3EFOU/ 

 海洋研究開発機構の有人潜水調査船「しんかい６５００」は７日、相模湾の深海から約半年前に沈めた、環境

負荷が少ない新型の「生分解性プラスチック」の試作素材を引き揚げた。一部の素材は付着した微生物の働きに

よって自然分解していた。プラスチックごみが社会問題となる中、海に流れ出ても水と二酸化炭素（ＣＯ２）に

分解する素材の開発を目指す。 

内閣府や新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）が挑戦的な研究を推進する「ムーンショット型研究

開発制度」の一環。群馬大の粕谷健一教授は石油を原料とする一般のプラスチックの代わりに、植物などを原料

に約７０種類の生分解性プラを試作した。昨年１０月に相模湾などの水深約７００～約５５００メートルの海底

に設置していた。 

一般のプラごみは海に流出すると、海底に堆積し海洋汚染の一因となる。紫外線や熱などで砕かれると微細なマ

イクロプラスチックになるが、完全に分解しない。海洋生物が餌と間違えて食べると、生態系に悪影響を与えて

しまう。 
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********************************************************************************************* 

[10] 調査、公募、意見募集等 

[公募、意見募集等] 

◇「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の

一部を改正する政令案」及び「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令案」に関する御意見の募

集について 

＜厚生労働省 2022年 5月 30日＞ 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220048&Mode=0  

---------- 

◇「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正案に関する意見募集について 

＜消費者庁 2022年 6月 8日＞ https://www.caa.go.jp/notice/entry/029015/ 

-------------------- 

[公募結果、意見募集結果] 

◇「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について」に 対して寄せられた御意見等につ

いて 

＜厚生労働省 2022年 5月 31日＞ 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495210438&Mode=1 

---------- 

◇「化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の 一部を改正する件に関する意見募

集について」に対して寄せられた 御意見について 

＜厚生労働省 2022年 5月 31日＞ 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495210475&Mode=1 

---------- 

◇「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令案について（概要）」に 対して寄せられた御意見につい

て 

＜厚生労働省 2022年 6月 3日＞ 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495220012&Mode=1  

  ○官報（毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令（厚生労働省令第九十二号））  

  → https://kanpou.npb.go.jp/20220603/20220603h00747/20220603h007470002f.html 

---------- 

◇ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更案に関する意見募集（パブリックコメント）の実施結果につい

て 

＜環境省 2022年 5月 31日＞ 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=195220002&Mode=1  

-------------------- 

[調査結果] 

◇「令和 3年度特定保健用食品の疾病リスク低減表示に係る調査・検討事業」調査報告書の公表について 

＜消費者庁 2022年 6月 8日＞ 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/research/2021/#food220608 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/research/2021/assets/food_labeling_c

ms206_20220608_01.pdf 

********************************************************************************************* 

[11] 関連会議等の開催案内、記録・報告、資料等 

[開催案内] 

・薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会（ペーパーレス）を開催します   ６月 22日 

＜厚生労働省 2022年 6月 8日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=6xEIDIX5ilpXAO15Y 
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＜審議事項＞ 

議題１．一般用医薬品のリスク区分について 

＜報告事項＞ 

議題２．医薬品等の市販後安全対策について 

議題３．医薬品等の副作用等報告の状況について 

議題４．医薬品の感染症定期報告の状況について 

議題５．医薬品等の回収報告の状況について 

議題６．その他 

・第 80回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和 4年度第 5回薬事・食品衛生審議会薬

事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会（合同開催）（ペーパーレス、Web会議）の開催について 

   ６月 10日 

＜厚生労働省 2022年 6月 8日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=-wEYHJXpmkpHEPtpY 

（１）新型コロナワクチンの接種及び副反応疑い報告の状況並びに接種後の健康状況に係る調査等について 

（２）HPVワクチンの安全性について 

（３）その他 

・厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)    6月 10日 

＜厚生労働省 2022年 6月 8日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=K9HIzEU5SpqXwBG5Y 

（１）新型コロナワクチンの接種及び副反応疑い報告の状況並びに接種後の健康状況に係る調査等について 

（２）HPVワクチンの安全性について 

（３）その他 

・第２回「転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会」を開催します   ６月 13日 

＜厚生労働省 2022年 6月 8日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=M8nQ1F0hUoKP2DKhY 

[１] 第１回検討会を踏まえた論点について 

[２] その他 

・【第 27回化学物質評価研究機構研究発表会（オンライン）（後援：経済産業省）】 基調講演 

   6月 1日 10：00 ～ 6月 30日 16：00 

＜化学物質評価研究機構(CERI) 2022年 5月 30日＞ https://www.cerij.or.jp/ 

 講演タイトル：経済産業省の化学物質管理政策について  

 講 演 者 ：経済産業省 製造産業局 化学物質管理課  課長補佐 楠田真之氏 

-------------------- 

[開催記録、報告、資料等] 

・長崎大学高度安全実験施設に係る監理委員会（第 10回） 議事録   3月 11日 

＜文部科学省 2022年 6月 8日＞ http://mailmaga.mext.go.jp/c/aghdac74cjqh2GbF 

・モデル・コア・カリキュラム改訂に関する連絡調整委員会（第 3回）議事録   5月 11日  

＜文部科学省 2022年 6月 8日＞ http://mailmaga.mext.go.jp/c/aghdac74cjqh2GbJ 

1. モデル・コア・カリキュラム（素案）について 

2. その他 

********************************************************************************************* 

[12] その他 

◇インフルエンザ、感染症関係 

・サル痘感染者 世界で 1000人超 追跡調査強化求める WHO 

＜NHK 2022年 6月 9日＞ https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220609/k10013663791000.html 

----- 

・米国からの家きん肉等の一時輸入停止措置について 

＜農林水産省 2022年 6月 8日＞ https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220608.html 

-------------------- 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220608.html


ACSES ニュースレター_２３２９_20220609 

 12 

◇その他 

・23年卒大学生の内定 73％ 過去最高、早期選考が加速 

＜共同通信 2022年 6月 7日＞ https://nordot.app/906774991615967232?c=39546741839462401 

 就職情報サイト「リクナビ」を運営するリクルートは 7日、2023年卒業予定大学生の今月 1日時点の就職内定

率を 73.1％と発表した。前年比で 4.6ポイント増えた。就職活動が現行日程になった 17年卒以降で過去最高と

なっている。人材獲得競争が激しく、早期選考が加速している傾向が鮮明になった。 

 多くの企業は、新型コロナウイルス禍で落ち込んだ需要が回復すると見込み、採用数を増やすとみられる。人

手不足も重なり、企業による採用活動が過熱している。 

 今月 1～2日にインターネットで調査し、大学生 838人からの回答を集計した。 

---------- 

・15私大が避難民受け入れ ICUなどウクライナから 

＜共同通信 2022年 6月 7日＞ https://nordot.app/906745793807925248?c=39546741839462401 

 一般財団法人パスウェイズ・ジャパンと国際基督教大（ICU）、上智大、龍谷大など私立 15大学は 7日、ウク

ライナ避難民計約 70人を留学生として受け入れると発表した。 

 今月 24日まで希望者を募集し、1年程度の聴講生などとして受け入れる。試験に合格すれば、学部・大学院生

として迎える。日本への渡航費や授業料、生活費などは大学側が支給するという。 

 オンラインで記者会見した上智大の永井敦子副学長は「全学的な協力態勢でお迎えしたい」と表明。フェリス

女学院大の荒井真学長は「一緒に学ぶことで日本の学生にも利益になる」と述べた。 

---------- 

・21億円着服事件で揺れた経営難の私大、新理事長に「物言う学長」 

＜朝日新聞 2022年 6月 8日＞ https://www.asahi.com/articles/ASQ683VJ4Q66USPT00H.html 

 元理事長が 21億円を着服する事件を起こすなど、混乱が続いてきた学校法人の理事長に 4月、山本健慈氏（73）

が就任した。全国 86の国立大を束ねる国立大学協会で専務理事を務めた人物で、大学関係者の間には驚きが広が

った。なぜ、マイナスのイメージの強い私学の再建に参加するのか。 

 2年前、学校法人明浄学院は存続が危ぶまれていた。 

 大阪市の寺院団が 1921年に設けた高等女学校に始まり、100年の歴史がある。2000年、大阪府南部の熊取町に

大阪明浄大（06年に大阪観光大に改称）を開設。だが、学生が集まらず、多くの留学生を受け入れてしのいでき

た。 

 経営が悪化したところで、19年に理事長が横領事件を起こし、約 7億 6千万円の負債を抱えて民事再生手続き

が始まった（今年 5月に手続き終結）。この不祥事は、政府が私立大のガバナンス（統治）改革に乗り出す端緒に

もなった。 

 明浄学院は傘下の学校のうち大学だけ再建させる方針を打ち出した。そこで白羽の矢が立ったのが、20年 3月

に国大協の専務理事を退き、大学から 1キロ弱の自宅に戻っていた山本氏だった。 

 「再建に力を貸してほしい」。大学側から依頼され、1週間ほど悩んだが承諾した。「長く大学に関わってきた

人間として、目の前の窮状を見て見ぬふりはできなかった。地域や社会の信頼を取り戻し、100年かけて市民が

築いてきた財産を後世に残したいと思った」と話す。 

 「物言う学長」。09年から… 

********************************************************************************************* 

[付録]                                    「 上記[3] 関係  

◇労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について（令和４年５月 31日基発 0531第 9号）  

＜厚生労働省 2022年 6月 2日＞ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220602K0050.pdf 

 [備考] 

◇労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（厚生労働省令第91号）<官報>  → ACSES-NL_2325_20220601 

 

基発 0531第９号 
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令和４年５月 31日 

都道府県労働局長 殿 

厚生労働省労働基準局長 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第 91号。以下「改正省令」という。）及び

化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する件（令和４年厚生労 

働省告示第 190号。以下「改正告示」という。）については、令和４年５月 31日に公布され、公布日から施行（一

部については、令和５年４月１日又は令和６年４月１日から施行）することとされたところである。その改正の

趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なき

を期されたい。 

記 

第１ 改正の趣旨及び概要等 

１ 改正の趣旨 

今般、国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が

不明な物質が多く含まれる。さらに、化学物質による休業４日以上の労働災害（がん等の遅発性疾病を除く。）

のうち、特定化学物質障害予防規則（昭和 47年労働省令第 39号。以下「特化則」という。）等の特別則の規

制の対象となっていない物質を起因とするものが約８割を占めている。これらを踏まえ、従来、特別則によ

る規制の対象となっていない物質への対策の強化を主眼とし、国によるばく露の上限となる基準等の制定、

危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みの整備・拡充を前提として、事業者が、危険性・有害性の情報

に基づくリスクアセスメントの結果に基づき、国の定める基準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき

措置を適切に実施する制度を導入することとしたところである。 

これらを踏まえ、今般、労働安全衛生規則（昭和 47年労働省令第 32号。以下「安衛則」という。）、特化

則、有機溶剤中毒予防規則（昭和 47年労働省令第 36号。以下「有機則」という。）、鉛中毒予防規則（昭和

47年労働省令第 37号。以下「鉛則」という。）、四アルキル鉛中毒予防規則（昭和 47年労働省令第 38号。

以下「四アルキル則」という。）、粉じん障害防止規則（昭和 54年労働省令第 18号。以下「粉じん則」とい

う。）（以下特化則、有機則、鉛則及び粉じん則を「特化則等」と総称する。）、石綿障害予防規則（平成 17

年厚生労働省令第 21号）及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等に

おける情報通信の技術の利用に関する省令（平成 17年厚生労働省令第 44号）並びに化学物質等の危険性又

は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針（平成 24年厚生労働省告示第 133号。以下「告示」という。）

について、所要の改正を行ったものである。 

２ 改正省令の概要 

（１）事業場における化学物質の管理体制の強化 

ア 化学物質管理者の選任（安衛則第 12条の５関係） 

① 事業者は、労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 57条の３第１項の危

険性又は有害性等の調査（主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リ

スクアセスメント」という。）をしなければならない労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号。

以下「令」という。）第 18条各号に掲げる物及び法第 57条の２第１項に規定する通知対象物（以下「リ

スクアセスメント対象物」という。）を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、

その者に化学物質に係るリスクアセスメントの実施に関すること等の当該事業場における化学物質の

管理に係る技術的事項を管理させなければならないこと。 

② 事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場（①の事業場を除く。）ごとに、

化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場におけるラベル表示及び安全データシート（以下「Ｓ

ＤＳ」という。）等による通知等（以下「表示等」という。）並びに教育管理に係る技術的事項を管理

させなければならないこと。 

③ 化学物質管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から 14日以内に行い、リスクアセスメント

対象物を製造する事業場においては、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した
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者等のうちから選任しなければならないこと。 

④ 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、必要な権限を与えると

ともに、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周

知させなければならないこと。 

イ 保護具着用管理責任者の選任（安衛則第 12条の６関係） 

① 化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保

護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、有効な保護具の選択、保護具の保守管理

その他保護具に係る業務を担当させなければならないこと。 

② 保護具着用管理責任者の選任は、選任すべき事由が発生した日から 14日以内に行うこととし、保護

具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任しなければならないこと。 

③ 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、必要な権

限を与えるとともに、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等に

より関係労働者に周知させなければならないこと。 

ウ 雇入れ時等における化学物質等に係る教育の拡充（安衛則第 35条関係） 

労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときに行わなければならない安衛則第 35条第１

項の教育について、令第２条第３号に掲げる業種の事業場の労働者については、安衛則第 35条第１項第

１号から第４号までの事項の教育の省略が認められてきたが、改正省令により、この省略規定を削除し、

同項第１号から第４号までの事項の教育を事業者に義務付けたこと。 

（２）化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化 

ア ＳＤＳ等による通知方法の柔軟化（安衛則第 24条の 15第１項及び第３項※ 、第 34条の２の３関係） 

※公布日時点においては第24条の15第２項法第57条の２第１項及び第２項の規定による通知の方法と

して、相手方の承諾を要件とせず、電子メールの送信や、通知事項が記載されたホームページのアドレ

ス（二次元コードその他のこれに代わるものを含む。）を伝達し閲覧を求めること等による方法を新たに

認めたこと。 

イ 「人体に及ぼす作用」の定期確認及び「人体に及ぼす作用」についての記載内容の更新（安衛則第 24

条の 15第２項及び第３項、第 34条の２の５第２項及び第３項関係） 

法第 57条の２第１項の規定による通知事項の１つである「人体に及ぼす作用」について、直近の確認

を行った日から起算して５年以内ごとに１回、記載内容の変更の要否を確認し、変更を行う必要がある

と認めるときは、当該確認をした日から１年以内に変更を行わなければならないこと。また、変更を行

ったときは、当該通知を行った相手方に対して、適切な時期に、変更内容を通知するものとしたこと。

加えて、安衛則第 24条の 15第２項及び第３項の規定による特定危険有害化学物質等に係る通知におけ

る「人体に及ぼす作用」についても、同様の確認及び更新を努力義務としたこと。 

ウ ＳＤＳ等における通知事項の追加及び成分含有量表示の適正化（安衛則第 24 条の 15 第１項、第 34

条の２の４、第 34条の２の６関係） 

法第 57条の２第１項の規定により通知するＳＤＳ等における通知事項に、「想定される用途及び当該

用途における使用上の注意」を追加したこと。また、安衛則第 24条の 15第１項の規定により通知を行

うことが努力義務となっている特定危険有害化学物質等に係る通知事項についても、同事項を追加した

こと。 

また、法第 57条の２第１項の規定により通知するＳＤＳ等における通知事項のうち、「成分の含有量」

について、重量パーセントを通知しなければならないこととしたこと。 

エ 化学物質を事業場内において別容器等で保管する際の措置の強化（安衛則第 33条の２関係） 

事業者は、令第 17条に規定する物（以下「製造許可物質」という。）又は令第 18条に規定する物（以

下「ラベル表示対象物」という。）をラベル表示のない容器に入れ、又は包装して保管するときは、当該

容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り扱う者に対し、当該物の名称及

び人体に及ぼす作用を明示しなければならないこと。 

（３）リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化 
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ア リスクアセスメントに係る記録の作成及び保存並びに労働者への周知（安衛則第 34条の２の８関係） 

事業者は、リスクアセスメントを行ったときは、リスクアセスメント対象物の名称等の事項について、

記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間（リスクアセスメントを行った日から起算し

て３年以内に次のリスクアセスメントを行ったときは、３年間）保存するとともに、当該事項を、リス

クアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならないこと。 

イ 化学物質による労働災害が発生した事業場等における化学物質管理の改善措置（安衛則第 34条の２の

10関係） 

① 労働基準監督署長は、化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場の事業者

に対し、当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、当

該事業場における化学物質の管理の状況について、改善すべき旨を指示することができること。 

② ①の指示を受けた事業者は、遅滞なく、事業場の化学物質の管理の状況について必要な知識及び技

能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの（以下「化学物質管理専門家」という。）から、当該事

業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に

関する助言を受けなければならないこと。 

③ ②の確認及び助言を求められた化学物質管理専門家は、事業者に対し、確認後速やかに、当該確認

した内容及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を、書面により通知しなければ

ならないこと。 

④ 事業者は、③の通知を受けた後、１月以内に、当該通知の内容を踏まえた改善措置を実施するため

の計画を作成するとともに、当該計画作成後、速やかに、当該計画に従い改善措置を実施しなければ

ならないこと。 

⑤ 事業者は、④の計画を作成後、遅滞なく、当該計画の内容について、③の通知及び当該計画の写し

を添えて、改善計画報告書（安衛則様式第４号）により所轄労働基準監督署長に報告しなければなら

ないこと。 

⑥ 事業者は、④の計画に基づき実施した改善措置の記録を作成し、当該記録について、③の通知及び

当該計画とともにこれらを３年間保存しなければならないこと。 

ウ リスクアセスメント対象物に係るばく露低減措置等の事業者の義務（安衛則第 577条の２、第 577条

の３関係） 

① 労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度の低減措置（安衛則第 577条の２第１項関

係） 

事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメン

トの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用等の必要な措置を講ずること

により、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならないこ

と。 

② 労働者がばく露される程度を一定の濃度の基準以下としなければならない物質に係るばく露濃度の抑

制措置（安衛則第 577条の２第２項関係） 

事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康

障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務（主として

一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。）を行う屋内作業場においては、当該業務に従

事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準（以下「濃度基準

値」という。）以下としなければならないこと。 

③ リスクアセスメントの結果に基づき事業者が行う健康診断、健康診断の結果に基づく必要な措置の実

施等（安衛則第 577条の２第３項から第５項まで、第８項及び第９項関係） 

事業者は、リスクアセスメント対象物による健康障害の防止のため、リスクアセスメントの結果に基

づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師（以下「医師等」とい

う。）が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じ

なければならないこと。 
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また、事業者は、安衛則第 577条の２第２項の業務に従事する労働者が、濃度基準値を超えてリスク

アセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等が必要と認める項目について、

医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと。 

事業者は、上記の健康診断（以下「リスクアセスメント対象物健康診断」という。）を行ったときは、

リスクアセスメント対象物健康診断個人票（安衛則様式第 24号の２）を作成し、５年間（がん原性物質

（がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。）に係るものは 30年間）保存

しなければならないこと。 

事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結

果を通知しなければならないこと。 

④ ばく露低減措置の内容及び労働者のばく露の状況についての労働者の意見聴取、記録作成・保存（安

衛則第 577条の２第 10から第 12項まで※関係） ※令和５年４月１日時点においては第 577条の２第２

項から第４項まで 

事業者は、安衛則第 577条の２第１項、第２項及び第８項の規定により講じたばく露低減措置等につ

いて、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならないこと。 

また、事業者は、（ⅰ）安衛則第 577条の２第１項、第２項及び第８項の規定により講じた措置の状況、

（ⅱ）リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者のばく露状況、（ⅲ）労

働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により著しく汚染さ

れる事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要（リスクアセスメント対象物が

がん原性物質である場合に限る。）、（ⅳ）安衛則第 577条の２第 10項の規定による関係労働者の意見の

聴取状況について、１年を超えない期間ごとに１回、定期に、記録を作成し、当該記録を３年間（（ⅱ）

及び（ⅲ）について、がん原性物質に係るものは 30年間）保存するとともに、（ⅰ）及び（ⅳ）の事項

を労働者に周知させなければならないこと。 

⑤ リスクアセスメント対象物以外の物質にばく露される程度を最小限とする努力義務（安衛則第 577条

の３関係） 

事業者は、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業場において、当該

化学物質に係る危険性又は有害性等の調査結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物

の使用等の必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物以外の化学物質にばく露される

程度を最小限度にするよう努めなければならないこと。 

エ 保護具の使用による皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止（安衛則第 594 条の２及び安衛則第 594

条の３※ 関係） ※令和５年４月１日時点においては第 594条の２ 

事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤（皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から

吸収され、若しくは皮膚に浸入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。以下「皮

膚等障害化学物質等」という。）を製造し、又は取り扱う業務（法及びこれに基づく命令の規定により労働

者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除

く。）に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使

用させなければならないこと。 

また、事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤（皮膚等障害化学物質等及び皮膚若しくは眼に

障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に浸入して、健康障害を生ずるおそれがないこ

とが明らかなものを除く。）を製造し、又は取り扱う業務（法及びこれに基づく命令の規定により労働者に

保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。）に

労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用さ

せることに努めなければならないこと。 

（４）衛生委員会の付議事項の追加（安衛則第 22条関係） 

衛生委員会の付議事項に、（３）ウ①及び②により講ずる措置に関すること並びに（３）ウ③の医師等に

よる健康診断の実施に関することを追加すること。 

（５）事業場におけるがんの発生の把握の強化（安衛則第 97条の２関係） 
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事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、

１年以内に２人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因する

かどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならないこととし、当該医師が、当該がんへの

罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞なく、当該がんに罹患した労働者が取り扱

った化学物質の名称等の事項について、所轄都道府県労働局長に報告しなければならないこと。 

（６）化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外（特化則第２条の３、有機則第４

条の２、鉛則第３条の２及び粉じん則第３条の２関係） 

ア 特化則等の規定（健康診断及び呼吸用保護具に係る規定を除く。）は、専属の化学物質管理専門家が配

置されていること等の一定の要件を満たすことを所轄都道府県労働局長が認定した事業場については、

特化則等の規制対象物質を製造し、又は取り扱う業務等について、適用しないこと。 

イ アの適用除外の認定を受けようとする事業者は、適用除外認定申請書（特化則様式第１号、有機則様

式第１号の２、鉛則様式第１号の２、粉じん則様式第１号の２）に、当該事業場がアの要件に該当する

ことを確認できる書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならないこと。 

ウ 所轄都道府県労働局長は、適用除外認定申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしない

ことを決定したときは、遅滞なく、文書でその旨を当該申請書を提出した事業者に通知すること。 

エ 認定は、３年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこと。 

オ 上記のアからウまでの規定は、エの認定の更新について準用すること。 

カ 認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場がアの要件を満たさなくなったときは、遅滞なく、文

書で、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならないこと。 

キ 所轄都道府県労働局長は、認定を受けた事業者がアの要件を満たさなくなったと認めるとき等の取消

要件に該当するに至ったときは、その認定を取り消すことができること。 

（７）作業環境測定結果が第三管理区分の作業場所に対する措置の強化 

   ア 作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された場合の義務（特化則第 36条の３の２第１項から

第３項まで、有機則第 28条の３の２第１項から第３項まで、鉛則第 52条の３の２第１項から第３項まで、

粉じん則第 26条の３の２第１項から第３項まで関係） 

特化則等に基づく作業環境測定結果の評価の結果、第三管理区分に区分された場所について、作業環境

の改善を図るため、事業者に対して以下の措置の実施を義務付けたこと。 

① 当該場所の作業環境の改善の可否及び改善が可能な場合の改善措置について、事業場における作業環

境の管理について必要な能力を有すると認められる者（以下「作業環境管理専門家」という。）であって、

当該事業場に属さない者からの意見を聴くこと。 

② ①において、作業環境管理専門家が当該場所の作業環境の改善が可能と判断した場合、当該場所の作

業環境を改善するために必要な措置を講じ、当該措置の効果を確認するため、当該場所における対象物

質の濃度を測定し、その結果の評価を行うこと。 

イ 作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合等の義務（特化則第 36 条の３の２第４項、有機則第 28

条の３の２第４項、鉛則第 52条の３の２第４項、粉じん則第 26条の３の２第４項関係） 

ア①で作業環境管理専門家が当該場所の作業環境の改善は困難と判断した場合及びア②の評価の結果、

なお第三管理区分に区分された場合、事業者は、以下の措置を講ずること。 

① 労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定（以下「個人サンプ

リング測定等」という。）により対象物質の濃度測定を行い、当該測定結果に応じて、労働者に有効な呼

吸用保護具を使用させること。また、当該呼吸用保護具（面体を有するものに限る。）が適切に着用され

ていることを確認し、その結果を記録し、これを３年間保存すること。なお、当該場所において作業の

一部を請負人に請け負わせる場合にあっては、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要

がある旨を周知させること。 

② 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから、保護具着用管理責任者を選任し、

呼吸用保護具に係る業務を担当させること。 

③ ア①の作業環境管理専門家の意見の概要並びにア②の措置及び評価の結果を労働者に周知すること。 
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④ 上記①から③までの措置を講じたときは、第三管理区分措置状況届（特化則様式第１号の４、有機則

様式第２号の３、鉛則様式第１号の４、粉じん則様式第５号）を所轄労働基準監督署長に提出すること。 

  ウ 作業環境測定の評価結果が改善するまでの間の義務（特化則第 6条の３の２第５項、有機則第 28条の３

の２第５項、鉛則第 52条の３の２第５項、粉じん則第 26条の３の２第５項関係） 

特化則等に基づく作業環境測定結果の評価の結果、第三管理区分に区分された場所について、第一管理

区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、上記イ①の措置に加え、以下の措置を講ずること。 

６月以内ごとに１回、定期に、個人サンプリング測定等により特定化学物質等の濃度を測定し、その結

果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。 

エ 記録の保存 

イ①又はウの個人サンプリング測定等を行ったときは、その都度、結果及び評価の結果を記録し、３年間

（ただし、粉じんについては７年間、クロム酸等については 30年間）保存すること。 

（８）作業環境管理やばく露防止措置等が適切に実施されている場合における特殊健康診断の実施頻度の緩和（特

化則第 39条第４項、有機則第 29条第６項、鉛則第 53条第４項及び四アルキル則第 22条第４項関係） 

本規定による特殊健康診断の実施について、以下の①から③までの要件のいずれも満たす場合（四アルキ

ル則第 22条第４項の規定による健康診断については、以下の②及び③の要件を満たす場合）には、当該特殊

健康診断の対象業務に従事する労働者に対する特殊健康診断の実施頻度を６月以内ごとに１回から、１年以

内ごとに１回に緩和することができること。ただし、危険有害性が特に高い製造禁止物質及び特別管理物質

に係る特殊健康診断の実施については、特化則第 39条第４項に規定される実施頻度の緩和の対象とはならな

いこと。 

① 当該労働者が業務を行う場所における直近３回の作業環境測定の評価結果が第１管理区分に区分された

こと。 

② 直近３回の健康診断の結果、当該労働者に新たな異常所見がないこと。 

③ 直近の健康診断実施後に、軽微なものを除き作業方法の変更がないこと。 

３ 改正告示の概要 

改正省令による２（２）アのＳＤＳ等による通知方法の柔軟化及び２（２）エのラベル表示対象物を事業場

内において別容器等で保管する際の措置の強化に伴い、告示においても、同趣旨の改正を行ったこと。 

４ 施行日及び経過措置 

（１）施行日(改正省令附則第１条関係) 

改正省令及び改正告示は、公布日から施行することとしたこと。ただし、２（２）イ及びエ、（３）ア、ウ

①、④、⑤、エ前段（努力義務）、（４）（２（３）ウ①に係るものに限る。）、（５）、（６）、（８）に係る規定

及び当該規定に係る経過措置については、令和５年４月１日から、２（１）、２（２）ウ、（３）イ、ウ②、

③、エ、（４）（２（３）ウ②及び③に係るものに限る。）、（７）に係る規定及び当該規定に係る経過措置につ

いては、令和６年４月１日から施行することとしたこと。 

（２）経過措置(改正省令附則第３条から第５条関係) 

ア 改正省令の施行の際現にある、改正省令第４条及び第８条による改正前の様式による用紙は、当分の間、

これを取り繕って使用することができることとしたこと。 

イ 改正省令（改正省令第１条を除く。）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

によること。 

第２ 細部事項（公布日施行） 

１ ＳＤＳ等による通知方法の柔軟化関係 

（１）安衛則第 24条の 15第１項及び第２項※、第 34条の２の３関係 

※令和５年４月１日時点においては第 24条の 15第３項 

化学物質の危険性・有害性に係る情報伝達がより円滑に行われるようにするため、譲渡提供を受ける相

手方が容易に確認可能な方法であれば、相手方の承諾を要件とせずに通知できるよう、ＳＤＳ等による通

知方法を柔軟化したこと。なお、電子メールの送信により通知する場合は、送信先の電子メールアドレス

を事前に確認する等により確実に相手方に通知できるよう配慮すべきであること。 
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（２）告示第３条第１項、第４条第３項関係 

    改正省令によるＳＤＳ等による通知方法の柔軟化に伴い、告示においても、通知方法の選択に当たって相

手方の承諾を要件としないこと等、同趣旨の改正を行ったこと。 

第３ 細部事項（令和５年４月１日施行） 

１ ＳＤＳ等における通知事項である「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新関係 

（１）安衛則第 24条の 15第２項及び第３項、第 34条の２の５第２項及び第３項関係 

 ア ＳＤＳ等における通知事項である「人体に及ぼす作用」については、当該物質の有害性情報であり、リス

クアセスメントの実施に当たって最も重要な情報であることから、定期的な確認及び更新を新たに義務付け

たこと。定期確認及び更新の対象となるＳＤＳ等は、現に譲渡又は提供を行っている通知対象物又は特定危

険有害化学物質等に係るものに限られ、既に譲渡提供を中止したものに係るＳＤＳ等まで含む趣旨ではない

こと。 

イ 確認の結果、ＳＤＳ等の更新を行った場合、変更後の当該事項を再通知する対象となる、過去に当該物を

譲渡提供した相手方の範囲については、各事業者における譲渡提供先に関する情報の保存期間、当該物の使

用期限等を踏まえて合理的な期間とすれば足りること。また、確認の結果、ＳＤＳ等の更新の必要がない場

合には、更新及び相手方への再通知の必要はないが、各事業者においてＳＤＳ等の改訂情報を管理する上で、

更新の必要がないことを確認した日を記録しておくことが望ましいこと。 

ウ ＳＤＳ等を更新した場合の再通知の方法としては、各事業者で譲渡提供先に関する情報を保存している場

合に当該情報を元に譲渡提供先に再通知する方法のほか、譲渡提供者のホームページにおいてＳＤＳ等を更

新した旨を分かりやすく周知し、当該ホームページにおいて該当物質のＳＤＳ等を容易に閲覧できるように

する方法等があること。 

エ 本規定の施行日において現に存するＳＤＳ等については、施行日から起算して５年以内（令和 10 年３月

31日まで）に初回の確認を行う必要があること。また、確認の頻度である「５年以内ごとに１回」には、５

年より短い期間で確認することも含まれること。 

２ 製造許可物質又はラベル表示対象物を事業場内において別容器等で保管する際の措置の強化関係 

（１）安衛則第 33条の２関係 

ア 製造許可物質及びラベル表示対象物を事業場内で取り扱うに当たって、他の容器に移し替えたり、小分

けしたりして保管する際の容器等にも対象物の名称及び人体に及ぼす作用の明示を義務付けたこと。なお、

本規定は、対象物を保管することを目的として容器に入れ、又は包装し、保管する場合に適用されるもの

であり、保管を行う者と保管された対象物を取り扱う者が異なる場合の危険有害性の情報伝達が主たる目

的であるため、対象物の取扱い作業中に一時的に小分けした際の容器や、作業場所に運ぶために移し替え

た容器にまで適用されるものではないこと。また、譲渡提供者がラベル表示を行っている物について、既

にラベル表示がされた容器等で保管する場合には、改めて表示を求める趣旨ではないこと。 

イ 明示の際の「その他の方法」としては、使用場所への掲示、必要事項を記載した一覧表の備え付け、磁

気ディスク、光ディスク等の記録媒体に記録しその内容を常時確認できる機器を設置すること等のほか、

日本産業規格Ｚ7253（ＧＨＳに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び

安全データシート（ＳＤＳ））（以下「ＪＩＳＺ7253」という。)の「５．３．３作業場内の表示の代替手段」

に示された方法として、作業手順書又は作業指示書によって伝達する方法等によることも可能であること。 

（２）告示第４条第３項関係 

改正省令による（１）のラベル表示対象物を事業場内において別容器等で保管する際の措置の強化に伴い、

告示においても、化学物質等の譲渡提供を受けた事業者が対象物を労働者に取り扱わせる場合の容器等への

表示事項として「人体に及ぼす作用」を追加したこと。 

３ リスクアセスメントの結果等の記録の作成及び保存並びに労働者への周知（安衛則第 34条の２の８関係） 

事業場における化学物質管理の実施状況について事後に検証できるようにするため、従前より規定されてい

たリスクアセスメントの結果等の労働者への周知に加え、リスクアセスメントの結果等の記録の作成及び保存

を新たに義務付けたこと。 

４ 事業場におけるがんの発生の把握の強化関係 
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（１）安衛則第 97条の２第１項関係 

ア 本規定は、化学物質のばく露に起因するがんを早期に把握した事業場におけるがんの再発防止のみなら

ず、国内の同様の作業を行う事業場における化学物質によるがんの予防を行うことを目的として規定した

ものであること。 

イ 本規定の「１年以内に２人以上の労働者」の労働者は、現に雇用する同一の事業場の労働者であること。 

ウ 本規定の「同種のがん」については、発生部位等医学的に同じものと考えられるがんをいうこと。 

エ 本規定の「同種のがんに罹患したことを把握したとき」の「把握」とは、労働者の自発的な申告や休職

手続等で職務上、事業者が知り得る場合に限るものであり、本規定を根拠として、労働者本人の同意なく、

本規定に関係する労働者の個人情報を収集することを求める趣旨ではないこと。なお、アの趣旨から、広

くがん罹患の情報について事業者が把握できることが望ましく、衛生委員会等においてこれらの把握の方

法をあらかじめ定めておくことが望ましいこと。 

オ アの趣旨を踏まえ、例えば、退職者も含め 10年以内に複数の者が同種のがんに罹患したことを把握した

場合等、本規定の要件に該当しない場合であっても、それが化学物質を取り扱う業務に起因することが疑

われると医師から意見があった場合は、本規定に準じ、都道府県労働局に報告することが望ましいこと。 

カ 本規定の「医師」には、産業医のみならず、定期健康診断を委託している機関に所属する医師や労働者

の主治医等も含まれること。また、これらの適当な医師がいない場合は、各都道府県の産業保健総合支援

センター等に相談することも考えられること。 

（２）安衛則第 97条の２第２項関係 

ア 本規定の「罹患が業務に起因するものと疑われると判断」については、（１）アの趣旨から、その時点で

は明確な因果関係が解明されていないため確実なエビデンスがなくとも、同種の作業を行っていた場合や、

別の作業であっても同一の化学物質にばく露した可能性がある場合等、化学物質に起因することが否定で

きないと判断されれば対象とすべきであること。 

イ 本項第１号の「がんに罹患した労働者が当該事業場で従事した業務において製造し、又は取り扱った化

学物質の名称」及び本項第２号の「がんに罹患した労働者が当該事業場で従事していた業務の内容及び当

該業務に従事していた期間」については、（１）アの趣旨から、その時点ではがんの発症に係る明確な因果

関係が解明されていないため、当該労働者が当該事業場において在職中ばく露した可能性がある全ての化

学物質、業務及びその期間が対象となること。また、記録等がなく、製剤中の化学物質の名称や作業歴が

不明な場合であっても、その後の都道府県労働局等が行う調査に資するよう、製剤の製品名や関係者の記

憶する関連情報をできる限り記載し、報告することが望ましいこと。 

５ リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化 

（１）安衛則第 577条の２第１項及び第 577条の３関係 

    本規定における「リスクアセスメント」とは、法第 57条の３第１項の規定により行われるリスクアセス

メントをいうものであり、安衛則第 34条の２の７第１項に定める時期において、化学物質等による危険性

又は有害性等の調査等に関する指針（平成 27年９月 18日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針

公示第３号）に従って実施すること。 

ただし、事業者は、化学物質のばく露を最低限に抑制する必要があることから、同項のリスクアセスメ

ント実施時期に該当しない場合であっても、ばく露状況に変化がないことを確認するため、過去の化学物

質の測定結果に応じた適当な頻度で、測定等を実施することが望ましいこと。 

（２）安衛則第 577条の２第２項※関係 ※令和６年４月１日時点においては第 577条の２第 10項 

本規定における「関係労働者の意見を聞くための機会を設けなければならない」については、関係労働者

又はその代表が衛生委員会に参加している場合等は、安衛則第 22条第 11号の衛生委員会における調査審議

又は安衛則第 23条の２に基づき行われる意見聴取と兼ねて行っても差し支えないこと。 

（３）安衛則第 577条の２第３項※関係 ※令和６年４月１日時点においては第 577条の２第 11項 

ア 本規定におけるがん原性物質を製造し、又は取り扱う労働者に関する記録については、晩発性の健康障

害であるがんに対する対応を適切に行うため、当該労働者が離職した後であっても、当該記録を作成した

時点から 30年間保存する必要があること。 
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イ 「第１項の規定により講じた措置の状況」の記録については、法第 57条の３に基づくリスクアセスメン

トの結果に基づいて措置を講じた場合は、安衛則第 34条の２の８の記録と兼ねても差し支えないこと。ま

た、リスクアセスメントに基づく措置を検討し、これらの措置をまとめたマニュアルや作業規程（以下「マ

ニュアル等」という。）を別途定めた場合は、当該マニュアル等を引用しつつ、マニュアル等のとおり措置

を講じた旨の記録でも差し支えないこと。 

ウ 「労働者のリスクアセスメント対象物のばく露の状況」については、実際にばく露の程度を測定した結

果の記録等の他、マニュアル等を作成した場合であって、その作成過程において、実際に当該マニュアル

等のとおり措置を講じた場合の労働者のばく露の程度をあらかじめ作業環境測定等により確認している場

合は、当該マニュアル等に従い作業を行っている限りにおいては、当該マニュアル等の作成時に確認され

たばく露の程度を記録することでも差し支えないこと。 

エ 「労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により著しく汚

染される事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要」の記録に関し、従事した作

業の概要については、取り扱う化学物質の種類を記載する、又はＳＤＳ等を添付して、取り扱う化学物質

の種類が分かるように記録すること。また、出張等作業で作業場所が毎回変わるものの、いくつかの決ま

った製剤を使い分け、同じ作業に従事しているのであれば、出張等の都度の作業記録を求めるものではな

く、当該関連する作業を一つの作業とみなし、作業の概要と期間をまとめて記載することで差し支えない

こと。 

オ 「関係労働者の意見の聴取状況」の記録に関し、労働者に意見を聴取した都度、その内容と労働者の意

見の概要を記録すること。なお、衛生委員会における調査審議と兼ねて行う場合は、これらの記録と兼ね

て記録することで差し支えないこと。 

６ 保護具の使用による皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止（安衛則第 594条の２第１項※ 関係） ※令

和６年４月１日時点においては第 594条の３第１項 

本規定の「皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障

害を生ずるおそれがないことが明らかなもの」とは、国が公表するＧＨＳ（化学品の分類および表示に関する

世界調和システム）に基づく危険有害性の分類の結果及び譲渡提供者より提供されたＳＤＳ等に記載された有

害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚

感作性」のいずれも「区分に該当しない」と記載され、かつ、「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷

性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」を除くいずれにおいても、経皮による健康有害性のおそ

れに関する記載がないものが含まれること。 

７ 化学物質管理の水準が一定以上の事業場の個別規制の適用除外 

（１）特化則第２条の３第１項、有機則第４条の２第１項、鉛則第３条の２第１項及び粉じん則第３条の２第１

項関係 

ア 本規定は、事業者による化学物質の自律的な管理を促進するという考え方に基づき、作業環境測定の対

象となる化学物質を取り扱う業務等について、化学物質管理の水準が一定以上であると所轄都道府県労働

局長が認める事業場に対して、当該化学物質に適用される特化則等の特別則の規定の一部の適用を除外す

ることを定めたものであること。適用除外の対象とならない規定は、特殊健康診断に係る規定及び保護具

の使用に係る規定である。なお、作業環境測定の対象となる化学物質以外の化学物質に係る業務等につい

ては、本規定による適用除外の対象とならないこと。 

また、所轄都道府県労働局長が特化則等で示す適用除外の要件のいずれかを満たさないと認めるときに

は、適用除外の認定は取消しの対象となること。適用除外が取り消された場合、適用除外となっていた当

該化学物質に係る業務等に対する特化則等の規定が再び適用されること。 

イ 特化則第２条の３第１項第１号、有機則第４条の２第１項第１号、鉛則第３条の２第１項第１号及び粉

じん則第３条の２第１項第１号の化学物質管理専門家については、作業場の規模や取り扱う化学物質の種

類、量に応じた必要な人数が事業場に専属の者として配置されている必要があること。 

ウ 特化則第２条の３第１項第２号、有機則第４条の２第１項第２号、鉛則第３条の２第１項第２号及び粉

じん則第３条の２第１項第２号については、過去３年間、申請に係る当該物質による死亡災害又は休業４
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日以上の労働災害を発生させていないものであること。「過去３年間」とは、申請時を起点として遡った３

年間をいうこと。 

エ 特化則第２条の３第１項第３号、有機則第４条の２第１項第３号、鉛則第３条の２第１項第３号及び粉

じん則第３条の２第１項第３号については、申請に係る事業場において、申請に係る特化則等において作

業環境測定が義務付けられている全ての化学物質等（例えば、特化則であれば、申請に係る全ての特定化

学物質）について特化則等の規定に基づき作業環境測定を実施し、作業環境の測定結果に基づく評価が第

一管理区分であることを過去３年間維持している必要があること。 

オ 特化則第２条の３第１項第４号、有機則第４条の２第１項第４号、鉛則第３条の２第１項第４号及び粉

じん則第３条の２第１項第４号第４号については、申請に係る事業場において、申請に係る特化則等にお

いて健康診断の実施が義務付けられている全ての化学物質等（例えば、特化則であれば、申請に係る全て

の特定化学物質）について、過去３年間の健康診断で異常所見がある労働者が一人も発見されないことが

求められること。また、粉じん則については、じん肺法（昭和 35年法律第 30号）の規定に基づくじん肺

健康診断の結果、新たにじん肺管理区分が管理２以上に決定された労働者、又はじん肺管理区分が決定さ

れていた者でより上位の区分に決定された労働者が一人もいないことが求められること。 

なお、安衛則に基づく定期健康診断の項目だけでは、特定化学物質等による異常所見かどうかの判断が

困難であるため、安衛則の定期健康診断における異常所見については、適用除外の要件とはしないこと。 

カ 特化則第２条の３第１項第５号、有機則第４条の２第１項第５号、鉛則第３条の２第１項第５号及び粉

じん則第３条の２第１項第５号については、客観性を担保する観点から、認定を申請する事業場に属さな

い化学物質管理専門家から、安衛則第 34条の２の８第１項第３号及び第４号に掲げるリスクアセスメント

の結果やその結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容に

対する評価を受けた結果、当該事業場における化学物質による健康障害防止措置が適切に講じられている

と認められることを求めるものであること。なお、本規定の評価については、ＩＳＯ (ＪＩＳＱ)45001の

認証等の取得を求める趣旨ではないこと。 

キ 特化則第２条の３第１項第６号、有機則第４条の２第１項第６号、鉛則第３条の２第１項第６号及び粉

じん則第３条の２第１項第６号については、過去３年間に事業者が当該事業場について法及びこれに基づ

く命令に違反していないことを要件とするが、軽微な違反まで含む趣旨ではないこと。なお、法及びそれ

に基づく命令の違反により送検されている場合、労働基準監督機関から使用停止等命令を受けた場合、又

は労働基準監督機関から違反の是正の勧告を受けたにもかかわらず期限までに是正措置を行わなかった場

合は、軽微な違反には含まれないこと。 

（２）特化則第２条の３第２項、有機則第４条の２第２項、鉛則第３条の２第２項及び粉じん則第３条の２第２

項関係 

本規定に係る申請を行う事業者は、適用除外認定申請書に、様式ごとにそれぞれ、（１）イ、エからカまで

に規定する要件に適合することを証する書面に加え、適用除外認定申請書の備考欄で定める書面を添付して

所轄都道府県労働局長に提出する必要があること。 

（３）特化則第２条の３第４項及び第５項、有機則第４条の２第４項及び第５項、鉛則第３条の２第４項及び第

５項並びに粉じん則第３条の２第４項及び第５項関係 

ア 特化則第２条の３第４項、有機則第４条の２第４項、鉛則第３条の２第４項及び粉じん則第３条の２第

４項について、適用除外の認定は、３年以内ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、

その効果を失うものであることから、認定の更新の申請は、認定の期限前に十分な時間的な余裕をもって

行う必要があること。 

イ 特化則第２条の３第５項、有機則第４条の２第５項、鉛則第３条の２第５項及び粉じん則第３条の２第

５項については、認定の更新に当たり、それぞれ、特化則第２条の３第１項から第３項まで、有機則第４

条の２第１項から第３項まで、鉛則第３条の２第１項から第３項まで、粉じん則第３条の２第１項から第

３項までの規定が準用されるものであること。 

（４）特化則第２条の３第６項、有機則第４条の２第６項、鉛則第３条の２第６項及び粉じん則第３条の２第６

項関係 
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本規定は、所轄都道府県労働局長が遅滞なく事実を把握するため、当該認定に係る事業場がそれぞれ（１）

イからカまでに掲げる事項のいずれかに該当しなくなったときは、遅滞なく報告することを事業者に求める

趣旨であること。 

（５）特化則第２条の３第７項、有機則第４条の２第７項、鉛則第３条の２第７項及び粉じん則第３条の２第７

項関係 

本規定は、認定を受けた事業者がそれぞれ特化則第２条の３第７項、有機則第４条の２第７項、鉛則第３

条の２第７項及び粉じん則第３条の２第７項に掲げる認定の取消し要件のいずれかに該当するに至ったとき

は、所轄都道府県労働局長は、その認定を取り消すことができることを規定したものであること。この場合、

認定を取り消された事業場は、適用を除外されていた全ての特化則等の規定を速やかに遵守する必要がある

こと。 

（６）特化則第２条の３第８項、有機則第４条の２第８項、鉛則第３条の２第８項及び粉じん則第３条の２第８

項関係 

特化則第２条の３第５項から第７項まで、有機則第４条の２第５項から第７項まで、鉛則第３条の２第５

項から第７項まで、粉じん則第３条の２第５項から第７項までの場合における特化則第２条の３第１項第３

号、有機則第４条の２第１項第３号、鉛則第３条の２第１項第３号、粉じん則第３条の２第１項第３号の規

定の適用については、過去３年の期間、申請に係る当該物質に係る作業環境測定の結果に基づく評価が、第

一管理区分に相当する水準を維持していることを何らかの手段で評価し、その評価結果について、当該事業

場に属さない化学物質管理専門家の評価を受ける必要があること。なお、第一管理区分に相当する水準を維

持していることを評価する方法には、個人ばく露測定の結果による評価、作業環境測定の結果による評価又

は数理モデルによる評価が含まれること。これらの評価の方法については、別途示すところに留意する必要

があること。 

（７）特化則様式第１号、有機則様式第１号の２、鉛則様式第１号の２、粉じん則様式第１号の２関係 

適用除外の認定の申請は、特化則及び有機則においては、対象となる製造又は取り扱う化学物質を、鉛則

においては、対象となる鉛業務を、粉じん則においては、対象となる特定粉じん作業を、それぞれ列挙する

必要があること。 

８ 作業環境管理やばく露防止措置等が適切に実施されている場合における特殊健康診断の実施頻度の緩和（特

化則第 39条第４項、有機則第 29条第６項、鉛則第 53条第４項及び四アルキル則第 22条第４項関係） 

ア 本規定は、労働者の化学物質のばく露の程度が低い場合は健康障害のリスクが低いと考えられることから、

作業環境測定の評価結果等について一定の要件を満たす場合に健康診断の実施頻度を緩和できることとした

ものであること。 

イ 本規定による健康診断の実施頻度の緩和は、事業者が労働者ごとに行う必要があること。 

ウ 本規定の「健康診断の実施後に作業方法を変更（軽微なものを除く。）していないこと」とは、ばく露量に

大きな影響を与えるような作業方法の変更がないことであり、例えば、リスクアセスメント対象物の使用量

又は使用頻度に大きな変更がない場合等をいうこと。 

エ 事業者が健康診断の実施頻度を緩和するに当たっては、労働衛生に係る知識又は経験のある医師等の専門

家の助言を踏まえて判断することが望ましいこと。 

オ 本規定による健康診断の実施頻度の緩和は、本規定施行後の直近の健康診断実施日以降に、本規定に規定

する要件を全て満たした時点で、事業者が労働者ごとに判断して実施すること。なお、特殊健康診断の実施

頻度の緩和に当たって、所轄労働基準監督署や所轄都道府県労働局に対して届出等を行う必要はないこと。 

第４ 細部事項（令和６年４月１日施行） 

１ 化学物質管理者の選任、管理すべき事項等 

（１）安衛則第 12条の５第１項関係 

ア 化学物質管理者は、ラベル・ＳＤＳ等の作成の管理、リスクアセスメント実施等、化学物質の管理に

関わるもので、リスクアセスメント対象物に対する対策を適切に進める上で不可欠な職務を管理する者

であることから、事業場の労働者数によらず、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う全て

の事業場において選任することを義務付けたこと。 
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なお、衛生管理者の職務は、事業場の衛生全般に関する技術的事項を管理することであり、また有機

溶剤作業主任者といった作業主任者の職務は、個別の化学物質に関わる作業に従事する労働者の指揮等

を行うことであり、それぞれ選任の趣旨が異なるが、化学物質管理者が、化学物質管理者の職務の遂行

に影響のない範囲で、これらの他の法令等に基づく職務等と兼務することは差し支えないこと。 

イ 化学物質管理者は、工場、店社等の事業場単位で選任することを義務付けたこと。したがって、例え

ば、建設工事現場における塗装等の作業を行う請負人の場合、一般的に、建設現場での作業は出張先で

の作業に位置付けられるが、そのような出張作業先の建設現場にまで化学物質管理者の選任を求める趣

旨ではないこと。 

ウ 化学物質管理者については、その職務を適切に遂行するために必要な権限が付与される必要があるた

め、事業場内の労働者から選任されるべきであること。また、同じ事業場で化学物質管理者を複数人選

任し、業務を分担することも差し支えないが、その場合、業務に抜け落ちが発生しないよう、業務を分

担する化学物質管理者や実務を担う者との間で十分な連携を図る必要があること。なお、化学物質管理

者の管理の下、具体的な実務の一部を化学物質管理に詳しい専門家等に請け負わせることは可能である

こと。 

エ 本規定の「リスクアセスメント対象物」は、改正省令による改正前の安衛則第 34条の２の７第１項第

１号の「通知対象物」と同じものであり、例えば、原材料を混合して新たな製品を製造する場合であっ

て、その製品がリスクアセスメント対象物に該当する場合は、当該製品は本規定のリスクアセスメント

対象物に含まれること。 

オ 本規定の「リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う」には、例えば、リスクアセスメント

対象物を取り扱う作業工程が密閉化、自動化等されていることにより、労働者が当該物にばく露するお

それがない場合であっても、リスクアセスメント対象物を取り扱う作業が存在する以上、含まれること。

ただし、一般消費者の生活の用に供される製品はリスクアセスメントの対象から除かれているため、そ

れらの製品のみを取り扱う事業場は含まれないこと。 

また、密閉された状態の製品を保管するだけで容器の開閉等を行わない場合や、火災や震災後の復旧、

事故等が生じた場合の対応等、応急対策のためにのみ臨時的にリスクアセスメント対象物を取り扱うよ

うな場合は、「リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う」には含まれないこと。 

カ 本規定の表示等及び教育管理に係る技術的事項を「他の事業場において行っている場合」とは、例え

ば、ある工場でリスクアセスメント対象物を製造し、当該工場とは別の事業場でラベル表示の作成を行

う場合等のことをいい、その場合、当該工場と当該事業場それぞれで化学物質管理者の選任が必要とな

ること。安衛則第 12条の５第２項についてもこれと同様であること。 

キ 本項第４号については、実際に労働災害が発生した場合の対応のみならず、労働災害が発生した場合

を想定した応急措置等の訓練の内容やその計画を定めること等も含まれること。 

ク 本項第７号については、必要な教育の実施における計画の策定等の管理を求めるもので、必ずしも化

学物質管理者自らが教育を実施することを求めるものではなく、労働者に対して外部の教育機関等で実

施している必要な教育を受けさせること等を妨げるものではないこと。また、本規定の施行の前に既に

雇い入れ教育等で労働者に対する必要な教育を実施している場合には、施行後に改めて教育の実施を求

める趣旨ではないこと。 

（２）安衛則第 12条の５第３項関係 

ア 本項第２号イの「厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」は、厚生労働大臣が定める科目

について、自ら講習を行えば足りるが、他の事業者の実施する講習を受講させることも差し支えないこと。

また、「これと同等以上の能力を有すると認められる者」については、本項第２号イの厚生労働大臣が定め

る化学物質の管理に関する講習に係る告示と併せて、おって示すこととすること。 

イ 本項第２号ロの「必要な能力を有すると認められる者」とは、安衛則第 12条の５第１項各号の事項に定

める業務の経験がある者が含まれること。また、適切に業務を行うために、別途示す講習等を受講するこ

とが望ましいこと。 

（３）安衛則第 12条の５第４項関係 
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化学物質管理者の選任に当たっては、当該管理者が実施すべき業務をなし得る権限を付与する必要があり、

事業場において相応するそれらの権限を有する役職に就いている者を選任すること。 

（４）安衛則第 12条の５第５項関係 

本規定の「事業場の見やすい箇所に掲示すること等」の「等」には、化学物質管理者に腕章を付けさせる、

特別の帽子を着用させる、事業場内部のイントラネットワーク環境を通じて関係労働者に周知する方法等が

含まれること。 

２ 保護具着用管理責任者の選任、管理すべき事項等 

（１）安衛則第 12条の６第１項関係 

本規定は、保護具着用管理責任者を選任した事業者について、当該責任者に本項各号に掲げる事項を管理

させなければならないこととしたものであり、保護具着用管理責任者の職務内容を規定したものであること。 

   保護具着用管理責任者の職務は、次に掲げるとおりであること。 

  ア 保護具の適正な選択に関すること。 

  イ 労働者の保護具の適正な使用に関すること。 

  ウ 保護具の保守管理に関すること。 

これらの職務を行うに当たっては、平成 17年２月７日付け基発第 0207006号「防じんマスクの選択、使用等

について」、平成 17年２月７月付け基発第 0207007号「防毒マスクの選択、使用等について」及び平成 29年１

月 12日付け基発 0112第６号「化学防護手袋の選択、使用等について」に基づき対応する必要があることに留

意すること。 

（２）安衛則第 12条の６第２項関係 

本項第２号中の「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」には、次に掲げる者が含まれる

こと。なお、次に掲げる者に該当する場合であっても、別途示す保護具の管理に関する教育を受講すること

が望ましいこと。また、次に掲げる者に該当する者を選任することができない場合は、上記の保護具の管理

に関する教育を受講した者を選任すること。 

① 別に定める化学物質管理専門家の要件に該当する者 

② ９（１）ウに定める作業環境管理専門家の要件に該当する者 

③ 法第 83条第１項の労働衛生コンサルタント試験に合格した者 

④ 安衛則別表第４に規定する第１種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者 

⑤ 安衛則別表第１の上欄に掲げる、令第６条第 18号から第 20号までの作業及び令第６条第 22号の作業に

応じ、同表の中欄に掲げる資格を有する者（作業主任者） 

⑥ 安衛則第 12 条の３第１項の都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を終了した者その他安全衛

生推進者等の選任に関する基準（昭和 63年労働省告示第 80号）の各号に示す者（安全衛生推進者に係る

ものに限る。） 

（３）安衛則第 12条の６第３項関係 

保護具着用管理責任者の選任に当たっては、その業務をなし得る権限を付与する必要があり、事業場にお

いて相応するそれらの権限を有する役職に就いている者を選任することが望ましいこと。なお、選任に当た

っては、事業場ごとに選任することが求められるが、大規模な事業場の場合、保護具着用管理責任者の職務

が適切に実施できるよう、複数人を選任することも差し支えないこと。また、職務の実施に支障がない範囲

内で、作業主任者が保護具着用管理責任者を兼任しても差し支えないこと（９（４）に係る職務を除く。）。 

（４）安衛則第 12条の６第４項関係 

本規定の「事業場の見やすい箇所に掲示すること等」の「等」には、保護具着用管理責任者に腕章を付け

させる、特別の帽子を着用させる、事業場内部のイントラネットワーク環境を通じて関係労働者に周知する

方法等が含まれること。 

３ 衛生委員会の付議事項の追加（安衛則第 22条関係） 

ア 本条第 11号の安衛則第 577条の２第１項、第２項及び第８項に係る措置並びに本条第３項及び第４項の健

康診断の実施に関する事項は、既に付議事項として義務付けられている本条第２号の「法第 28条の２第１項

又は第 57条の３第１項及び第２項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛
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生に係るものに関すること」と相互に密接に関係することから、本条第２号と第 11号の事項を併せて調査審

議して差し支えないこと。 

イ 衛生委員会の設置を要しない常時労働者数 50人未満の事業場においても、安衛則第 23条の２に基づき、

本条第 11号の事項について、関係労働者の意見を聴く機会を設けなければならないことに留意すること。 

４ ＳＤＳ等における通知事項の追加及び含有量の重量パーセント表示 

（１）安衛則第 24条の 15第１項、第 34条の２の４関係 

ア ＳＤＳ等における通知事項に追加する「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」は、譲渡

提供者が譲渡又は提供を行う時点で想定される内容を記載すること。 

イ 譲渡提供を受けた相手方は、当該譲渡提供を受けた物を想定される用途で使用する場合には、当該用途

における使用上の注意を踏まえてリスクアセスメントを実施することとなるが、想定される用途以外の用

途で使用する場合には、使用上の注意に関する情報がないことを踏まえ、当該物の有害性等をより慎重に

検討した上でリスクアセスメントを実施し、その結果に基づく措置を講ずる必要があること。 

（２）安衛則第 34条の２の６関係 

ア ＳＤＳ等における通知事項のうち「成分の含有量」について、ＧＨＳ及びＪＩＳＺ7253の原則に従って、

従前の 10パーセント刻みでの記載方法を改めるものであること。重量パーセントによる濃度の通知が原則

であるが、通知対象物であって製品の特性上含有量に幅が生じるもの等については、濃度範囲による記載

も可能あること。なお、重量パーセント以外の表記による含有量の表で記がなされているものについては、

平成 12年３月 24日付け基発第 162号「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の施行

について」の記のⅢ第８の２（２）に示したとおり、重量パーセントへの換算方法を明記していれば、重

量パーセントによる表記を行ったものと見なすこと。 

イ 「成分及びその含有量」が営業上の秘密に該当する場合については、ＳＤＳ等にはその旨を記載の上、

成分及びその含有量の記載を省略し、秘密保持契約その他事業者間で合意した情報伝達の方法により別途

通知することも可能であること。 

５ 雇入れ時等の教育の拡充（安衛則第 35条関係） 

本規定の改正は、雇入れ時等の教育のうち本条第１項第１号から第４号までの事項の教育に係る適用業種を

全業種に拡大したもので、当該事項に係る教育の内容は従前と同様であるが、新たな対象となった業種におい

ては、各事業場の作業内容に応じて安衛則第 35条第１項各号に定められる必要な教育を実施する必要があるこ

と。 

６ 化学物質による労働災害が発生した事業場等における化学物質管理の改善措置 

（１）安衛則第 34条の２の 10第１項関係 

ア 本規定は、化学物質による労働災害が発生した又はそのおそれがある事業場で、管理が適切に行われて

いない可能性があるものとして労働基準監督署長が認めるものについて、自主的な改善を促すため、化学

物質管理専門家による当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認・助言を受け、その内容

を踏まえた改善計画の作成を指示することができるようにする趣旨であること。 

イ 「化学物質による労働災害発生が発生した、又はそのおそれがある事業場」とは、過去１年間程度で、

① 化学物質等による重篤な労働災害が発生、又は休業４日以上の労働災害が複数発生していること、②

作業環境測定の結果、第三管理区分が継続しており、改善が見込まれないこと、③特殊健康診断の結果、

同業種の平均と比較して有所見率の割合が相当程度高いこと、④化学物質等に係る法令違反があり、改善

が見込まれないこと等の状況について、労働基準監督署長が総合的に判断して決定するものであること。 

ウ 「化学物質による労働災害」には、一酸化炭素、硫化水素等による酸素欠乏症、化学物質（石綿を含む。）

による急性又は慢性中毒、がん等の疾病を含むが、物質による切創等のけがは含まないこと。また、粉じ

ん状の化学物質による中毒等は化学物質による労働災害を含むが、粉じんの物理的性質による疾病である

じん肺は含まないこと。 

（２）安衛則第 34条の２の 10第２項関係 

ア 化学物質管理専門家に確認を受けるべき事項には、以下のものが含まれること。 

① リスクアセスメントの実施状況 



ACSES ニュースレター_２３２９_20220609 

 27 

② リスクアセスメントの結果に基づく必要な措置の実施状況 

③ 作業環境測定又は個人ばく露測定の実施状況 

④ 特別則に規定するばく露防止措置の実施状況 

⑤ 事業場内の化学物質の管理、容器への表示、労働者への周知の状況 

⑥  化学物質等に係る教育の実施状況 

イ 化学物質管理専門家は客観的な判断を行う必要があるため、当該事業場に属さない者であることが望ま

しいが、同一法人の別事業場に属する者であっても差し支えないこと。 

ウ 事業者が複数の化学物質管理専門家からの助言を求めることを妨げるものではないが、それぞれの専門

家から異なる助言が示された場合、自らに都合良い助言のみを選択することのないよう、全ての専門家か

らの助言等を踏まえた上で必要な措置を実施するとともに、労働基準監督署への改善計画の報告に当たっ

ては、全ての専門家からの助言等を添付する必要があること。 

（３）安衛則第 34条の２の 10第３項関係 

化学物質管理専門家は、本条第２項の確認を踏まえて、事業場の状況に応じた実施可能で具体的な改善の

助言を行う必要があること。 

（４）安衛則第 34条の２の 10第４項関係 

ア 本規定の改善計画には、改善措置の趣旨、実施時期、実施事項（化学物質管理専門家が立ち会って実施

するものを含む。）を記載するとともに、改善措置の実施に当たっての事業場内の体制、責任者も記載する

こと。 

イ 本規定の改善措置を実施するための計画の作成にあたり、化学物質管理専門家の支援を受けることが望

ましいこと。また、当該計画作成後、労働基準監督署長への報告を待たず、速やかに、当該計画に従い必

要な措置を実施しなければならないこと。 

（５）安衛則第 34条の２の 10第５項関係 

本規定の所轄労働基準監督署長への報告にあたっては、化学物質管理専門家の助言内容及び改善計画に加

え、改善計画報告書（安衛則様式第４号等）の備考欄に定める書面を添付すること。 

（６）安衛則第 34条の２の 10関係第６項関係 

本規定は、改善措置の実施状況を事後的に確認できるようにするため、改善計画に基づき実施した改善措

置の記録を作成し、化学物質管理専門家の助言の通知及び改善計画とともに３年間保存することを義務付け

た趣旨であること。 

７ リスクアセスメント対象物に係る事業者の義務関係 

（１）安衛則第 577条の２第２項関係 

本規定の「厚生労働大臣が定める濃度の基準」については、順次、厚生労働大臣告示で定めていく予定で

あること。なお、濃度基準値が定められるまでの間は、日本産業衛生学会の許容濃度、米国政府労働衛生専

門家会議（ＡＣＧＩＨ）のばく露限界値（ＴＬＶ－ＴＷＡ）等が設定されている物質については、これらの

値を参考にし、これらの物質に対する労働者のばく露を当該許容濃度等以下とすることが望ましいこと。 

本規定の労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認する方法には、次に掲げる方法が含ま

れること。この場合、これら確認の実施に当たっては、別途定める事項に留意する必要があること。 

① 個人ばく露測定の測定値と濃度基準値を比較する方法、作業環境測定（Ｃ・Ｄ測定）の測定値と濃度基

準値を比較する方法 

② 作業環境測定（Ａ・Ｂ測定）の第一評価値と第二評価値を濃度基準値と比較する方法 

③  厚生労働省が作成したＣＲＥＡＴＥ－ＳＩＭＰＬＥ等の数理モデルによる推定ばく露濃度と濃度基準値

と比較する等の方法 

（２）安衛則第 577条の２第３項関係 

ア 本規定は、リスクアセスメント対象物について、一律に健康診断の実施を求めるのではなく、リスクア

セスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、リスクの程度に応じて健康診断の実施を事業者が

判断する仕組みとしたものであること。 

イ 本規定の「必要があると認めるとき」に係る判断方法及び「医師又は歯科医師が必要と認める項目」は、
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別途示すところに留意する必要があること。 

（３）安衛則第 577条の２第４項関係 

ア 本規定は、事業者によるばく露防止措置が適切に講じられなかったこと等により、結果として労働者が

濃度基準値を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときに、健康障害を防止する観

点から、速やかに健康診断の実施を求める趣旨であること。 

イ 本規定の「リスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるとき」には、リスクアセスメント対象

物が漏えいし、労働者が当該物質を大量に吸引したとき等明らかに濃度の基準を超えてばく露したと考え

られるとき、リスクアセスメントの結果に基づき講じたばく露防止措置（呼吸用保護具の使用等）に不備

があり、濃度の基準を超えてばく露した可能性があるとき及び事業場における定期的な濃度測定の結果、

濃度の基準を超えていることが明らかになったときが含まれること。 

ウ 本規定の「医師又は歯科医師が必要と認める項目」は、別途示すところに留意する必要があること。 

（４）安衛則第 577条の２第５項関係 

本規定の「がん原性物質」は、別途厚生労働大臣告示で定める予定であること。 

８ 保護具の使用による皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止（安衛則第 594条の２第１項関係） 

（１）本規定は、皮膚等障害化学物質等を製造し、又は取り扱う業務において、労働者に適切な不浸透性の保護

衣等を使用させなければならないことを規定する趣旨であること。 

（２）本規定の「皮膚等障害化学物質等」には、国が公表するＧＨＳ分類の結果及び譲渡提供者より提供された

ＳＤＳ等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及

び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分１に分類されているもの及び別途示すものが含まれる

こと。 

９ 作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置の強化 

（１）作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された場合に講ずべき措置（特化則第 36条の３の２第１項、

有機則第 28条の３の２第１項、鉛則第 52条の３の２第１項、粉じん則第 26条の３の２第１項関係） 

ア 本規定は、第三管理区分となる作業場所には、局所排気装置の設置等が技術的に困難な場合があること

から、作業環境を改善するための措置について高度な知見を有する専門家の視点により改善の可否、改善

措置の内容について意見を求め、改善の取組等を図る趣旨であること。このため、客観的で幅広い知見に

基づく専門的意見が得られるよう、作業環境管理専門家は、当該事業場に属さない者に限定していること。 

イ 本規定の作業環境管理専門家の意見は、必要な措置を講ずることにより、第一管理区分又は第二管理区

分とすることの可能性の有無についての意見を聴く趣旨であり、当該改善結果を保証することまで求める

趣旨ではないこと。また、本規定の作業環境管理専門家の意見聴取にあたり、事業者は、作業環境管理専

門家から意見聴取を行う上で必要となる業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供す

る必要があること。 

ウ 本規定の「作業環境管理専門家」には、次に掲げる者が含まれること。 

① 別に定める化学物質管理専門家の要件に該当する者 

② ３年以上、労働衛生コンサルタント（試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に  

限る。）としてその業務に従事した経験を有する者 

③  ６年以上、衛生工学衛生管理者としてその業務に従事した経験を有する者 

④  衛生管理士（法第 83条第１項の労働衛生コンサルタント試験（試験の区分が労働衛生工学であるもの 

に限る。）に合格した者に限る。）に選任された者で、その後３年以上労働災害防止団体法第 11条第１項

の業務を行った経験を有する者 

⑤  ６年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者 

⑥ ４年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者であって、公益社団法人日本作    

業環境測定協会が実施する研修又は講習のうち、同協会が化学物質管理専門家の業務実施に当たり、受

講することが適当と定めたものを全て修了した者 

⑦ オキュペイショナル・ハイジニスト資格又はそれと同等の外国の資格を有する者 

（２）第三管理区分に対する必要な改善措置の実施（特化則第 36条の３の２第２項、有機則第 28条の３の２第
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２項、鉛則第 52条の３の２第２項、粉じん則第 26条の３の２第２項関係） 

    本規定の「直ちに」については、作業環境管理専門家の意見を踏まえた改善措置の実施準備に直ちに着手

するという趣旨であり、措置そのものの実施を直ちに求める趣旨ではなく、準備に要する合理的な時間の範

囲内で実施すれば足りるものであること。 

（３）改善措置を講じた場合の測定及びその結果の評価（特化則第 36条の３の２第３項、有機則第 28条の３の

２第３項、鉛則第 52条の３の２第３項、粉じん則第 26条の３の２第３項関係） 

    本規定の測定及びその結果の評価は、作業環境管理専門家の意見を踏まえて講じた改善措置の効果を確認

するために行うものであるから、改善措置を講ずる前に行った方法と同じ方法で行うこと。なお、作業場所

全体の作業環境を評価する場合は、作業環境測定基準及び作業環境評価基準に従って行うこと。 

    また、本規定の測定及びその結果の評価は、作業環境管理専門家が作業場所の作業環境を改善することが

困難と判断した場合であっても、事業者が必要と認める場合は実施して差し支えないこと。 

（４）作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合等に講ずべき措置（特化則第 36条の３の２第４項、有機則

第 28条の３の２第４項、鉛則第 52条の３の２第４項、粉じん則第 26条の３の２第４項関係） 

ア 本規定は、有効な呼吸用保護具の選定にあたっての対象物質の濃度の測定において、個人サンプリング

測定等により行い、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を選定する趣旨であること。 

イ 本規定の呼吸用保護具の装着の確認は、面体と顔面の密着性等について確認する趣旨であることから、

フード形、フェイスシールド形等の面体を有しない呼吸用保護具を確認の対象から除く趣旨であること。 

（５）作業環境測定の評価結果が改善するまでの間に講ずべき措置（特化則第 36 条の３の２第５項、有機則第

28条の３の２第５項、鉛則第 52条の３の２第５項、粉じん則第 26条の３の２第５項関係） 

本規定は、作業環境管理専門家の意見に基づく改善措置等を実施してもなお、第三管理区分に区分された

場所について、化学物質等へのばく露による健康障害から労働者を守るため、定期的な測定を行い、その結

果に基づき労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる等の必要な措置の実施を義務付ける趣旨であること。 

（６）所轄労働基準監督署長への報告（特化則第 36条の３の３、有機則第 28条の３の３、鉛則第 52条の３の３、

粉じん則第 26条の３の３関係） 

本規定は、第三管理区分となった作業場所について（４）の措置を講じた場合、その措置内容等を第三管

理区分措置状況届により所轄労働基準監督署長に提出することを求める趣旨であり、この様式の提出後、当

該作業場所が第二管理区分又は第一管理区分になった場合に、所轄労働基準監督署長へ改めて報告を求める

趣旨ではないこと。 

******************************************************************* 以上 ******************** 
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